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◇市報は５日・２０日（１月と１０月は１日・２０日）、市議会だよりは１・４・７・１０月の最終日曜日に発行します。新聞折り込みのほか、
市の施設、市内の各駅・郵便局・ＪＡなどで配布し、小平市ホームページにも掲載しています。郵送をご希望の方は秘書広報課へ。

�ラスパイレス指数の状況　　
　　　 　   （平成１８年４月１日現在）

都内２６市平均東京都小平市

１０１.５１０３.８１００.６
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給
与水準を１００とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数です。

　小平市産業まつり実行委員会（小平商工会、Ｊ

Ａ東京むさし小平支店）主催の産業まつりが、１１

月１０日・１１日の２日間にわたって行なわれました。

　当日はあいにくの雨模様でしたが、商工業者・

農業者の意欲ある取り組みにより、会場は活気に

あふれていました。

　福祉会館内では、丸型ポストの写真展が開催さ

れ、小平のまち並みに溶け込んだ丸型ポストの写

真を多くの方が楽しんでいました。

　　　　第１９回　産業まつりが
　　　　盛況に行なわれました
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�人件費の状況（普通会計決算）
（参考）１７年度
の人件費率

人件費率
（Ｂ/Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本
台帳人口区　分

２０.２％１９.７％９６億２,８６４万７千円１４億２,２７９万３千円４８８億５０９万７千円１９.３.３１現在
１７万７,３２９人１８年度

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含みます。

�職員給与費の状況（普通会計決算）
１人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）

給　　与　　費職員数
（Ａ）区　分

計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当等給　料
７０２万９千円６２億６３４万８千円１５億８,０８４万３千円１０億３,６０７万７千円３５億８,９４２万８千円８８３人１８年度

※職員手当等には、退職手当を含みません。
※職員数は平成１８年４月１日現在の人数です。

�職員の平均給料月額および平均年齢の状況
　　　 　　  　　（平成１９年４月１日現在）

技能労務職一般行政職
区　分 平均年齢

（歳・月）
平均給料
月　　額

平均年齢
（歳・月）

平均給料
月　　額

４４歳８月３０万８,９２８円４３歳４月３６万１,１２７円小平市

４７歳０月３３万７３２円４３歳７月３５万７,４１４円東京都

�職員の初任給の状況　　　　　　　
（平成１９年４月１日現在）

国東京都小平市区　分

１７万９,２００円１７万９,２００円１７万９,２００円大学卒
一　般
行政職

１３万８,４００円１４万２,７００円１４万７,１００円高校卒

�職員の経験年数別・学歴別平均給料
月額の状況　　 　（平成１９年４月１日現在）

経験年数
２０年

経験年数
１５年

経験年数
１０年区　　　分

３９万４６３円３３万６，０００円２７万７，５５５円大学卒一　般
行政職 ３１万７００円－－高校卒

２９万５，４７５円－－全学歴技　能
労務職

�一般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　 　　　 　　（平成１９年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級７級８級９級区　分

主事主事主事主任係長課長補佐課長課長部長標準的な
職務内容

５９２人０人２２人１５５人７５人１８１人８１人２６人３４人１８人職員数

１００.０％０.０％3.7％２６.２％１２.７％３０.６％１３.７％４.４％５.７％3.0％構成比

※給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です（税務職、薬剤師・医療技術職、看護・保健職、福祉
職、技能労務職、教育公務員を除く）。
※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

�昇給期間短縮の状況（一般行政職）
平成１８年度平成１７年度区　　　分

５９２人５９４人職員数（Ａ）

８５人９３人普通昇給期間（１２月）を短縮して
昇給した職員数（Ｂ）

１４.４％１５.７％比率（Ｂ/Ａ）

※職員は通常１２か月良好な成績で勤務したとき昇給しますが、勤務成績が特に良好な場合、昇給期間が短縮
されます。

　小平市職員の給与制度については、市議会における給与条例、予算などの
審議がなされた後に決定されています。
　その内容について、市民の皆さんにご理解をいただくため、平成１９年４月
１日現在の小平市の職員給与などの状況を、次のとおりお知らせします。

問合せ　職員課�０４２（３４６）９５１４

小平市職員の給与小平市職員の給与

�職員手当の状況
国東　京　都小　平　市区　　　分

勤　勉期　末勤　勉期　末勤　勉期　末

期末・
勤勉手当

（平成１８年度）

０.７２５月分１.４０月分０.４７５月分１.６０月分０.６０月分１.４５月分６月期分

０.７２５月分１.６０月分０.４７５月分１.６５月分０.６０月分１.５５月分１２月期分

－－－０.２５月分－０.２５月分３月期分

１.４５月分３.００月分０.９５月分３.５０月分１.２０月分３.２５月分計

有有有職務上の段階に
よる加算措置

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合

退職手当
（平成１８年度）

５９.２８月分５９.２８月分５９.２０月分５０.００月分５９.２０月分５４.６００月分最高限度額

３０.５５月分２３.５０月分３３.５０月分２４.２５月分３４.２５月分２５.８７５月分勤続２０年

４１.３４月分３３.５０月分４３.５０月分３２.５０月分４４.５０月分３４.５００月分勤続２５年

５９.２８月分４７.５０月分５９.２０月分４９.７５月分５９.２０月分５１.３７５月分勤続３５年

－－１号（勧奨等）退職時
特別昇給

その他の加算措置…定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

２,７４８万円１,８７０万７千円１人当たり平均支給額

※退職手当の支給率については、平成１９年度のものです。
※退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成１８年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

お知らせします

表２　老年者非課税措置廃止の経過

平成２０年度平成１９年度平成１８年度区　分

課税額の控除なし課税額の１／３を
控除

課税額の２／３を
控除所得割住　

民　

税 市民税　３,０００円
都民税　１,０００円

市民税　２,０００円
都民税　 　６００円

市民税　１,０００円
都民税　 　３００円均等割

表３　住民税の地震保険料控除
控除限度額控　　除　　内　　容

２５,０００円地震保険料契約に関する保険料の１／２

１０,０００円
【経過措置】平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害
保険契約については、従前の損害保険料控除が適用され
ます。

２５,０００円地震保険料と長期損害保険がある場合
地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計

平成20年度

※
�
の
詳
細
に
つ
い
て
は
市
報

　

月　

日
号
を
参
照
し
て
く
だ

１１

２０

さ
い
。

�
平
成　

年
分
の
所
得
が
減
り

１９

所
得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た

方
は
申
告
を
（
�
の
説
明
）

　

税
源
移
譲
に
伴
い
、
平
成　
１９

民
税
の
老
年
者
非
課
税
措
置
廃

止
の
経
過
措
置
が
終
了
し
ま
す

�
住
民
税
の
地
震
保
険
料
控
除

が
創
設
さ
れ
ま
す

�
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
（
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
）
の
住

民
税
で
の
適
用
が
始
ま
り
ま
す

　

平
成　

年
度
か
ら
適
用
さ
れ

２０

る
主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り

で
す
。

�
平
成　

年
分
の
所
得
が
減

１９

り
、
所
得
税
が
課
さ
れ
な
く
な

っ
た
方
は
、
平
成　

年
度
の
住

１９

民
税
を
減
額
し
ま
す

�
平
成　

年
１
月
１
日
時
点
で

１７

　

歳
以
上
で
あ
っ
た
方
の
、
住

６５

年
度
の
住
民
税
が
増
額
と
な
っ

た
分
は
、
平
成　

年
分
の
所
得

１９

税
で
減
額
し
ま
す
が
、
平
成　
１９

年
分
の
所
得
が
減
り
、
所
得
税

が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
は

所
得
税
で
調
整
が
で
き
な
い
た

め
、
平
成　

年
度
分
の
住
民
税

１９

を
税
源
移
譲
前
の
税
率
で
算
出

し
た
税
額
ま
で
減
額
し
ま
す

（
表
１
参
照
）。

　

所
得
変
動
に
伴
う
住
民
税
の

減
額
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に

は
申
告
が
必
要
で
す
。
平
成　
２０

年
７
月
１
日
〜　

日
ま
で
に
、

３１

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
お
住

１９

ま
い
の
市
区
町
村
に
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

�
平
成　

年
１
月
１
日
時
点
で

１７

　

歳
以
上
で
あ
っ
た
方
へ
の
非

６５課
税
措
置
廃
止
の
経
過
措
置
が

終
了
し
ま
す
（
�
の
説
明
）

　
　

歳
以
上
（
昭
和　

年
１
月

６５

１５

２
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百　
２５

万
円
以
下
の
方
に
適
用
さ
れ
て

い
た
非
課
税
措
置
が
、
平
成　
１８

年
度
課
税
分
以
降
廃
止
さ
れ
ま

し
た
。
急
激
な
税
負
担
を
軽
減

す
る
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成

　

年
度
に
は
税
額
の
３
分
の

１８２
、
平
成　

年
度
に
は
３
分
の

１９

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
平
成　

年
度
か
ら
こ
の
経

２０

過
措
置
が
な
く
な
り
ま
す
（
表

２
参
照
）。

�
住
民
税
の
地
震
保
険
料
控
除

（
�
の
説
明
）

　

平
成　

年
度
か
ら
、
損
害
保

２０

険
料
控
除
を
改
組
し
、
地
震
保

険
料
控
除
（
地
震
保
険
料
の
２

分
の
１
、
上
限
２
万
５
千
円
）

が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

一
定
の
長
期
損
害
保
険
契
約

な
ど
の
損
害
保
険
料
に
つ
い
て

は
、
経
過
措
置
と
し
て
、
地
震

保
険
料
控
除
の
対
象
と
す
る
こ

と

が

で

き

ま

す
（
表

３

参

照
）。

　

な
お
詳
細
は
、
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
２
２
・
９
５
２
３

当
す
る
額
で
、
５
万
円
を
上
限

と
し
ま
す
（
診
断
の
費
用
は
、

診
断
の
種
類
、
住
宅
の
規
模
・

程
度
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

診
断
機
関　

東
京
都
建
築
士
事

務
所
協
会
北
部
支
部

※
こ
の
ほ
か
の
機
関
に
よ
る
診

断
は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
診
断
の
種
類
や
費
用
に
つ
い

て
、
診
断
機
関
と
の
事
前
相
談

が
必
要
で
す
。
補
助
を
希
望
す

る
方
は
、
必
ず
、
事
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

防
災
安
全
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
９

 　

市
内
に
木
造
住
宅
を
お
持
ち

で
耐
震
改
修
を
さ
れ
る
方
に
、

木
造
住
宅
耐
震
改
修
の

職
人
を
あ
っ
せ
ん

�

�

�

�

������

������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
対
象
住
宅　

昭
和　

年
５
月　

５６

３１

日
以
前
に
建
築
確
認
を
得
た
市

内
の
住
宅
・
共
同
住
宅
・
併
用

住
宅
（
現
に
人
が
住
ん
で
い
る

も
の
に
限
る
）

対　

象　

対
象
住
宅
を
所
有
す

る
個
人
（
複
数
の
個
人
が
共
有

す
る
場
合
を
含
む
）

補
助
金
額　

診
断
費
用
（
消
費

税
を
除
く
）
の
２
分
の
１
に
相

木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
費
用
を
補
助

�

�

�

�

������

������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

※
生
ご
み
処
理
機
器
の
利
用

も
、
有
効
な
手
段
で
す
。
補

助
金
の
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　

ご
み
減
量
対
策
課

�　

（
３
４
６
）
９
５
３
５

０４２

　

生
ご
み
は
生
活
の
中
で
毎

日
出
ま
す
が
、
量
を
減
ら
す

こ
と
は
で
き
ま
す
。
で
き
る

だ
け
生
ご
み
を
出
さ
な
い
生

活
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

�
生
ご
み
の
減
ら
し
方

▽
食
品
は
、
必
要
以
上
に
買

わ
な
い

▽
買
っ
た
食
品
は
、
こ
ま
め

に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
り
、
食
べ

残
し
を
し
な
い
な
ど
、
食
品

を
無
駄
に
し
な
い

▽
生
ご
み
は
し
っ
か
り
水
切

り
を
す
る

　

平
成　

年
度
に
、
市
で
処

１８

理
を
し
た
燃
え
る
ご
み
の
量

は
、
１
人
１
日
あ
た
り
約
５

百　

�
で
し
た
。
そ
の
う
ち

５０
約　

％
（
２
百　

�
相
当
）

４０

２０

を
占
め
て
い
る
の
が
、
生
ご

み
で
す
。

※
申
請
書
や
提
出
書
類
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

税
務
課
家
屋
評
価
係

�　

（
３
４
６
）
９
５
２
５

０４２

  　

冬
場
の
生
活
に
暖
房
器
具
は

欠
か
せ
ま
せ
ん
が
、
取
り
扱
い

を
間
違
う
と
火
災
に
な
る
危
険

性
が
あ
り
ま
す
。
暖
房
器
具
を

使
う
際
に
は
、
取
扱
説
明
書
を

暖
房
器
具
を
正
し
く

使
い
ま
し
ょ
う

小
平
消
防
署

よ
く
読
み
、
次
の
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

▽
暖
房
器
具
の
上
で
洗
濯
物
な

ど
を
干
さ
な
い

▽
カ
ー
テ
ン
や
衣
類
、
布
団
か

ら
は
離
し
て
使
用
す
る

▽
ス
プ
レ
ー
缶
な
ど
は
近
く
に

置
か
な
い

▽
寝
る
前
や
外
出
す
る
と
き
、

給
油
す
る
と
き
な
ど
は
、
必
ず

火
を
消
す

問
合
せ　

小
平
消
防
署
予
防
課
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都
税
事
務
所
、
都
税
支
所
・

都
税
事
務
所
な
ど
の

年
末
年
始
の
窓
口
業
務

支
庁
、
都
税
総
合
事
務
セ
ン
タ

ー
・
自
動
車
税
事
務
所
で
の
都

税
の
申
告
・
納
税
・
証
明
書
な

ど
の
事
務
の
取
り
扱
い
は
、
年

末
は　

月　

日
（
金
）
ま
で
、

１２

２８

年
始
は
１
月
４
日
（
金
）
か
ら

と
な
り
ま
す
。

　
　

月　

日
（
土
）
か
ら
１
月

１２

２９

３
日
（
木
）
ま
で
の
期
間
に
申

告
書
や
申
請
書
を
提
出
す
る
場

合
は
、
都
税
事
務
所
や
都
税
支

所
な
ど
に
設
置
し
て
い
る
「
申

告
書
等
受
箱
」
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
で
の

納
税
に
つ
い
て
は
、
各
金
融
機

関
な
ど
に
直
接
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

立
川
都
税
事
務
所
�

０
４
２
（
５
２
３
）
３
１
７
１

職
人
を
あ
っ
せ
ん
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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合
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対
象
住
宅　

昭
和　

年
１
月
１

５７

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅

で
、
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現

行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た
改

修
を
平
成　

年
１
月
１
日
以
後

１８

に
工
事
完
了
し
た
住
宅

減
額
の
内
容　

工
事
完
了
後
３

か
月
以
内
の
申
告
に
よ
り
、
工

事
が
完
了
し
た
年
の
翌
年
度
分

か
ら
対
象
の
住
宅
に
か
か
る
固

定
資
産
税
が
一
定
期
間
２
分
の

１
に
減
額
さ
れ
ま
す

耐
震
改
修
に
伴
う

固

定

資

産

税

の

減

額

措

置
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１
人
１
日
百
㌘

   
（
卵
２
個
分
）

ご
み
減
量
大
作
戦

�

�

�
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�特別職の報酬等の状況　　　　　　　　　　　　  　　（平成１９年４月１日現在）
支給割合計支給割合区　分給料等月額区　分

４.４０月分

１９年度６月期
２.０５月分市　　長

副 市 長期
末
手
当

１０５万円市　　長給　

料 １９年度１２月期
２.３５月分９０万円副 市 長

４.４０月分

１９年度６月期
２.０５月分

１９年度１２月期
２.３５月分

議　　長

副 議 長

議　　員

６５万円議　　長
報　

酬
５８万円副 議 長

５５万円議　　員

�部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　  （各年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数

職　員　数
区　　　分

平成１９年平成１８年
０１０１０議　　会

一般行政部門

事務の統廃合・縮小▲３１６７１７０総務企画
事務の統廃合・縮小▲１６６６７税　　務
退職不補充▲１２９７２９８民　　生
退職不補充▲２４５４７衛　　生

０４４農林水産
業務増１６５商　　工
業務増１８６８５土　　木

▲５６８１６８６小　　計
退職不補充▲３１９５１９８教　　育

特別行政部門
▲３１９５１９８小　　計
０１６１６下 水 道

公営企業等
会計部門 ０５２５２そ の 他

０６８６８小　　計
▲８９４４９５２合　　　計

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、
臨時または非常勤職員を除いています。

全地域支給対象地域

地域手当
（平成１９年
４月１日現在）

１３％支給率

９２１人支給対象
職員数

地域区分により
１８％～０％

国の制度
（支給率）

５３万５,１１５円

支給対象職員
１人当たり
平均支給年額
（１８年度決算）

２億６,０４２万５千円支給総額
平成
１８年度

時間外
勤務手当

２６万８千円
職員１人
当たり
支給年額

２億８,５２０万２千円支給総額
平成
１７年度

２９万円
職員１人
当たり
支給年額

※国の支給率は、１４％～０％の経過措置中です。

　�定員管理の数値目標の年次別進ちょく状況（実績）の概要　　　 （各年４月１日現在）

　（参考）小平市行財政再構築プランにおける定員管理の数値目標

数　値　目　標
計　　画　　期　　間

終　　　期始　　　期

１９人の純減平成２２年４月１日平成１９年４月１日

（参考）
数値目標

平成１７年～１９年
計平成１９年平成１８年平成１７年　　　　　　　　区　　分

部　　門　　　　　　　　

－－６８１６８６６９０職員数
一般行政

－▲９▲５▲４増　減

－－１９５１９８１９７職員数
教　　育

－▲２▲３１増　減

－－－－－職員数
消　　防

－－－－増　減

－－６８６８８３職員数
公営企業等会計

－▲１5０▲１５増　減

９２６－９４４９５２９７０職員数
合　　計

▲４４▲２６（５９.１％）▲８▲１８増　減

※（　％）内の数値は、数値目標に対する進ちょく率を示しています。
※増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては平成１７年から平成１９年まで
の職員増減数の累計を示しています。

�定員管理の数値目標および進ちょく状況
　�平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

純減率純減数平成２２年４月１日職員数平成１７年４月１日職員数
４.５％４４人９２６人９７０人

表１　税源移譲時の所得変動に係わる所得税の経過措置
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セール品や特売品と
いう言葉に惑わされ
ないで。

　　　　　　　　　 　　（平成１９年４月１日現在）

国の制度の内容内　　容区分

配偶者１万３，０００円
その他の扶養親族１人につき月額６，０００円
満１６歳から２２歳までの子について５，０００円
加算措置

配偶者１万４，２００円
その他の扶養親族１人につき月額６，６００円
満１６歳から２２歳までの子について４，０００円
加算措置

扶養
手当

自己所有住宅　月額２，５００円
賃貸住宅　月額２万７，０００円まで月額８，９００円住居

手当

６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限度額
５万５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

６か月分を一括支給
交通機関利用者…１か月当たりの支給限度
額５万５，０００円まで
自転車等利用者…通勤距離に応じて支給

通勤
手当

全　職　種区　　　分

特殊勤務手当
（平成１８年度）

６.９％職員全体に占める手当支給職員の割合
２万８,４０３円支給対象職員１人当たり平均支給年額

６手当の種類

滞納整理手当、福祉事務手当支給額の多い手当代表的な
手 当 の
名　　称 犬猫等死体処理手当多くの職員に支給されている手当

住民税が住民税が
変わります変わります
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住
居
表
示
整
備
審
議
会
で

は
、
６
回
の
審
議
を
経
て　

月
１１

　

日
（
木
）、
市
長
に
答
申
を
行

１５い
ま
し
た
。

　

今
回
の
答
申
は
、
平
成　

年
１７

　

月　

日
付
の
諮
問
「
こ
れ
か

１１

１８

ら
の
住
居
表
示
の
整
備
計
画
に

つ
い
て
」
に
対
し
て
、
２
年
間

の
審
議
の
結
果
を
取
り
ま
と
め

た
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

▽
住
居
表
示
整
備
事
業
は
、
第

三
次
長
期
総
合
計
画
に
も
あ
る

よ
う
に
、
広
く
「
ま
ち
づ
く
り

施
策
」
の
一
環
と
し
て
位
置
付

け
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る

▽
市
の
全
域
に
わ
た
り
住
居
表

示
整
備
事
業
を
推
進
し
て
い
く

よ
う
要
望
す
る
住
民
の
意
見
が

大
勢
を
占
め
て
い
た
も
の
と
理

解
す
る

▽
住
居
表
示
整
備
実
施
に
伴
う

町
境
や
町
名
の
変
更
に
つ
い
て

は
、
住
民
の
合
意
が
十
分
に
形

成
さ
れ
た
う
え
で
実
施
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る

▽
今
後
の
具
体
的
な
整
備
計
画

に
つ
い
て
は
、
特
に
実
施
要
望

の
強
い
地
域
に
つ
い
て
、
よ
り

詳
細
な
意
向
調
査
を
再
度
行
っ

た
う
え
で
、
で
き
る
だ
け
早
い

時
期
に
整
備
計
画
を
策
定
す
る

べ
き
で
あ
る

▽
市
街
地
区
域
決
定
済
地
域
に

つ
い
て
も
、
同
様
に
詳
細
な
意

向
調
査
を
行
っ
た
う
え
で
、
で

き
る
だ
け
早
い
時
期
に
整
備
計

画
を
策
定
す
る
べ
き
で
あ
る

　

な
お
答
申
の
全
文
は
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な

れ
ま
す
。
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昨
年　

月
に
住
民
基
本
台
帳

１１

法
が
改
正
さ
れ
、
住
民
基
本
台

帳
の
閲
覧
が
個
人
情
報
に
配
慮

し
た
制
度
に
な
り
ま
し
た
。

　

平
成　

年　

月
１
日
か
ら
平

１８

１１

成　

年　

月　

日
の
閲
覧
件
数

１９

１０

３１

は　

件
で
し
た
。

４４

　

閲
覧
状
況
の
詳
細
は
、
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
１

階
市
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
、東
部
・

西
部
出
張
所
で
公
表
し
て
い
ま

す
。

問
合
せ　

市
民
課
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
０
４

住

居

表

示

整

備

住

居

表

示

整

備

審
議
会
か
ら
答
申

審
議
会
か
ら
答
申
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住民税が住民税が
変わります変わります


